
◆業務の目的 ◆コンセッション方式等を活用した公的賃貸住宅の再生モデルの検討

泉北ニュータウンは、人口の減少、少子高齢化の進展に伴い、住宅や施設
等の老朽化 近隣センターの衰退など様々な問題が現れてきている 本業

○検討目的

公的賃貸住宅の整備・運営・維持管理についてコンセッション方式等の導

泉北ニュータウン再生における官民連携事業に係る再生モデル検討業務 【事業主体：大阪府・堺市】
平成24年3月

等の老朽化、近隣センターの衰退など様々な問題が現れてきている。本業
務は、泉北ニュータウン内にある公的賃貸住宅や地区センター・近隣セン
ター、道路・公園などの多様な公共資産について、民間事業者等と連携し
た持続可能な新たな再生モデルを提案することを目的に実施する。

◆報告書の構成

公的賃貸住宅の整備・運営・維持管理についてコンセッション方式等の導
入を検討し、民間のノウハウと資金を活用した効率的かつ効果的な建替整
備及び運営・維持管理の実現と、複数主体の公的賃貸住宅の管理運営の一
元化の実現をめざす、先導的な公的賃貸住宅の再生モデルの構築を図る。

既存施設 建替・新設施設

○事業スキーム

Ⅰ 調査の背景・目的

Ⅱ 泉北ニュータウンの概要

１．泉北ニュータウンの概要

２．泉北ニュータウンの再生に向けた取り組み状況
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Ⅲ コンセッション方式等を活用した公的賃貸住宅の再生モデルの検討

１．調査の背景・目的

２．泉北ニュータウンにおける公的賃貸住宅の現状と課題の整理

３．改正ＰＦＩ法・コンセッション方式の概要

４．公的賃貸住宅への公共施設等運営権の適用における法的課題の整理
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○資金調達フレ ム

５．コンセッション方式等を活用した公的賃貸住宅の再生モデルの設定

６．泉北ニュータウンにおける公的賃貸住宅の再生に向けた

コンセッション方式導入のモデル検討

７．公的賃貸住宅再生に向けた今後の検討事項・取組み等

Ⅳ 官民連携による近隣センターの再生の方向性と再生モデルの検討
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○資金調達フレーム
１．調査の背景と目的

２．近隣センターの概要

３．泉北ＮＴにおける近隣センターの現状と課題の整理

４．近隣住民、民間事業者のニーズ把握

５．近隣センターの再生に係る条件整理と再生の方向性の検討
活用用地
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※建替・新設施設における公共の資金調達イメージ

○今後の検討事項 取組み

６．マーケットリサーチ等を踏まえた官民連携による再生モデルの設定

７．近隣センター再生に向けた今後の検討事項・取組み等

Ⅴ．官民連携による泉ヶ丘駅前地域の再生モデルの検討

１．調査の背景・目的

２．泉北ＮＴにおける泉ヶ丘駅前地域の現状と課題の整理
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○今後の検討事項・取組み
(1)公的賃貸住宅へのコンセッション方式の適用にあたっての課題への対応
(2)公営住宅、公社賃貸住宅・ＵＲ賃貸住宅のパイロット事業の事業化推進
(3)複数主体一元化再生モデルの検討の推進

２．泉北ＮＴにおける泉ヶ丘駅前地域の現状と課題の整理

３．泉ヶ丘駅前地域の再生に係る条件整理等

４．泉ヶ丘駅前地域の官民連携による再生モデルの設定

５．泉ヶ丘駅前地域の再生に向けた今後の検討事項・取組み等



◆官民連携による泉ヶ丘駅前地域の再生モデルの検討◆官民連携による近隣センターの再生の方向性と再生モデルの検討

○検討目的

泉ヶ丘駅前地域の現状と課題について空間面及びマネジメント面の両面
で把握・整理した上で、都市計画公園、デッキ、広場等のパブリックス

○検討目的

泉北ニュータウンに現在１５ヶ所ある近隣センターの再生に向けて、
①関係権利者の意向・ニーズの整理、②再生に向けた課題の整理、③

○パブリックスペースの運営モデル

○近隣センターの再生の方向(類型化）

で把握 整理した上で、都市計画公園、デッキ、広場等のパブリックス
ペースの運営・再整備について官民連携の視点での活性化の方向性及び
事業スキームの考え方の検討を行い、先導的な再生モデルの構築を図る。

現況の事業モデル パターンＢ（包括指定管理＋エリアマネジメント組織）

①関係権利者の意向 ニ ズの整理、②再生に向けた課題の整理、③
権利整序のプロセスなどについての民間事業者の意向把握を行い、先
導的な再生方策として公有地を活用した近隣センター再生のモデル構
築の検討を行う。
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※考え方を示すものであり実現性について課題が存在する
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○パブリックスペースの再生に向けてのマネジメントモデル

商業施設等

タウン管理財団
→民間Ｂ

大阪府堺市

ビッグ

バン等 駐車

場公園等

域内民間施設所有者

　　商業施設等

通路等

民間施設の

公共的活用

通路等

堺市

デッキ等

商業施設等

タウン管理財団
→民間Ｂ

大阪府堺市

ビッグ

バン等 駐車

場公園等

域内民間施設所有者

　　商業施設等

通路等

民間施設の

公共的活用

通路等

堺市

デッキ等

（コンセッション方式）

タウン管理財団（堺市）
堺

市

公

共

施
設

Ａ B C
共

有

Ａ B C 共

個店・共有地

Ｄ Ｅ Ｆ

Ｄ Ｅ Ｆ

タウン管理財団

（堺市）
堺

市

Ａ B C
共

有
Ｄ Ｅ Ｆ

平面イメージ権利断面イメージ

「敷地整序型土地区画整理事業＋定期借地権方式」による再生モデル

86条認定範囲

市 有（堺市）

堺

公

共

施
設

民間施設等

定期借地権

『敷地整序型土地区画整理事業

＋定期借地権方式』

市

道路

土地の入れ替え

 

 

 

 

エリアマネジメント

組織 

パブリックスペースの 

整備・更新 

（基本的施設等） 

付加価値施設の整備更新
（サイン・休憩施設等） 

＋ 

【ハード事業】 

【ソフト事業】 

公共施設

管理者 

地域への 

活動 

○今後の検討事項・取組み

○今後の検討事項・取組み

(1)事業実施に向けた関係権利者の意向の把握と調整
(2)事業コストの精査
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地域住民・地域の民間主体・公的主体・ＮＰＯ等 
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参加・協力・支援 
活性化の効果 

（受益） 
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○今後の検討事項・取組み

(1)エリアマネジメント組織のあり方の検討
(2)泉ヶ丘駅前地域のパブリックスペースの再生イメージの深度化
(3)大阪府、堺市等の各公的主体の今後の役割について

(2)事業コストの精査
(3)技術的・法的課題の精査
(4)民間事業者の参加促進
(5)事業推進のための適切な役割分担の検討


